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報告事項件名 頁 

１ 客引き行為等防止の取組みについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

２ ＡＥＤを使用する際のプライバシー保護について ・・・・・・・・・・・・・ ６ 

（危機管理部） 



総 務 委 員 会 報 告 資 料 
令和５年１月１６日 

件 名 客引き行為等防止の取組みについて 

所管部課名 危機管理部 危機管理課 

内 容 

足立区客引き行為等の防止に関する条例（令和５年４月１日施行。以下、

条例という。）施行に伴う取組みについて、次のとおり報告する。 

１ 重点地区の指定（案）について 

（１）指定方針

ア 実地調査により客引き行為等が行われている町丁目

イ アを基点に、客引き行為等の予防が必要な町丁目

（２）重点地区の指定（案）※ 別紙参照

ア 竹の塚エリア

竹の塚一丁目、竹の塚六丁目、西竹の塚一丁目、西竹の塚二丁目

イ 北千住エリア

千住一丁目、千住二丁目、千住三丁目、千住旭町

ウ 綾瀬エリア

綾瀬一丁目、綾瀬二丁目、綾瀬三丁目、綾瀬四丁目

２ 周知啓発セレモニーの実施（案）について 

（１）目的

条例について、周辺店舗及び区民への一層の周知を図るとともに、客

引き行為等をしない、させない、利用しないという機運の向上を図る。 

（２）開催候補日時

令和５年４月１日（土）、午後７時～８時

（荒天の場合、予備日設定予定）

（３）場所

竹ノ塚駅東口ロータリー広場

（４）参加者

ア 町会・自治会等

イ 区議会（議長・副議長）

ウ 竹の塚警察署

エ 足立区

（５）内容

区長等あいさつ、竹ノ塚駅東口ロータリー練り歩き、啓発活動

問 題 点 

今後の方針 

関係する町会・自治会や地元防犯協会ともしっかり調整の上、取組みを進

める。 
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重点地区の指定（案） 

１ 竹の塚エリア（竹の塚一丁目、竹の塚六丁目、西竹の塚一丁目、西竹の塚二丁目） 

重点地区 

別紙 
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２ 北千住エリア（千住一丁目、千住二丁目、千住三丁目、千住旭町） 

重点地区 
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３ 綾瀬エリア（綾瀬一丁目、綾瀬二丁目、綾瀬三丁目、綾瀬四丁目） 

重点地区 
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総 務 委 員 会 報 告 資 料 
令和５年１月１６日 

件 名 ＡＥＤを使用する際のプライバシー保護について 

所管部課名 危機管理部 危機管理課 

内 容 

ＡＥＤ使用時の傷病者のプライバシー保護に係る対応について、次のと

おり報告する。 

１ 東京消防庁の見解 

（１）ＡＥＤ使用時の傷病者に対する配慮は必要。

（２）ＡＥＤのパッドを正しい位置（右胸、左わき腹）に貼ることや心臓

マッサージを正しい位置で実施することが心肺蘇生では重要である。

胸に三角巾を被せることで、心臓マッサージの位置の確認が難しくな

る可能性があることから、現時点で三角巾を被せる指導はしていない。 

（３）命を守ることを最優先とし、ＡＥＤの使用をためらうことがないよ

うな周知をお願いしたい。 

２ 区の方針 

（１）傷病者のプライバシー保護のため、令和５年３月までに、区施設の

ＡＥＤ及び区の補助金を受けて設置するＡＥＤに三角巾を配備する。 

（２）ＡＥＤによる救命時に三角巾の使用方法がすぐにわかるよう、収納

するビニール袋に説明（図柄）を記載する。 

３ 参考資料 

東京都福祉保健局リーフレット（別紙） 

問 題 点 

今後の方針 

三角巾の配備等について早急に対応するよう、ＡＥＤを所管する各所属

に通知する。 
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東京都多摩府中保健所
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Administrator
スタンプ


	報告表紙
	050116総_報1-1：客引き対策　20230106_
	050116総_報1-2：客引き対策（別紙）20221227_
	050116総_報2-1：ＡＥＤプライバシー保護
	050116総_報2-2：ＡＥＤプライバシー保護（別紙）

